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特定非営利活動法人広瀬川の清流を守る会 

代表理事 日 下 均 Tel  ０２２‐２４７‐６５２２ 

〒９８２００１１仙台市太白区長町一丁目７－３７－５ 
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１９９９年５月設立（2000年４月法人化） 

 

 

＜報 告＞ 

４／１３ 清掃後に青空の下で花見会。ビニールシートで「ずんだ餅で乾杯（お酒なし）」。家族連れ参加２６名 

４／２７ 仙台緑彩館 仙台市緑化功者労賞授与式に参加 ふじ棚寄贈者（日下均） 

     事務所にて第２４回理事会開催 令和５年度活動及び決算報告 ６年度計画並びに予算（参加・委任計９名）  

＜予 定＞    

５／１１（土） 清掃活動１０時～１２時 広瀬橋集合（広瀬橋右岸橋姫明神前）・河川敷駐車（可） 

        広瀬川を語り合います。ご家族でご参加下さい。（会員無料） 

天候悪い場合は中止（HP掲示板でお知らせします）長靴、手袋を持参下さい。 

5／１８（土）午後５時 第２４回総会 会場／いとう会館 住所仙台市太白区長町６－１１（総会資料） 

  ※）法人会員から各１名の出席を頂き、活力のある活動にご支援をお願い致します。 

今年度＜広瀬川の清流を守る条例・制定５０周年記念イベント＞企画（案） 

１ 条例制定５０年の振り返り（公開講座開催）      ⇒ 気づき 

２ 広瀬川の課題（治水・利水・環境）に関する現状    ⇒ 知る 

３ 国、県、市（行政）と事業者・市民の責務に関する事項 ⇒ 考える 

４ 紙面への投稿（新聞）                ⇒ 実現へ 

＜法人設立２００１年４月・活動趣旨＞ 

１９７４年仙台市制定「広瀬川の清流を守る条例」第１条に基づく市民協働の活動を行います。 

広瀬川の自然・歴史・文化を育み、市長・事業者・市民の責務（協働）によって国県市が連携して治水・利水・環境

のバランスのとれた「水循環」を保持し、日本特有の清流の象徴「アユ」が泳ぐ川づくりを目指します。 

皆様方のご意見をお待ちしております（宛先／ 日下） 

個人・法人会員募集（個人年会費５０００円・法人年会費１０，０００円） 

３月の清掃は、家族連れで川面に映る桜を楽しみました。 

３月３１日午前、仙臺緑彩館庭園にフジ花の植栽式を挙行。 

午後から「仙臺・歴塾」～河水千年の夢～・第３部を開催。

１００名近くの参加者で埋まりました。主催者の日下代表の

挨拶後に仙台と白石城の役割について語り、塾頭の学芸員菅

野正道氏が史実を基に講演。政宗様と白石城主片倉小十郎に

ついて講演しました。第２部では、伊達文化に関する若い世

代の活発な活動報告について語り合いました。 

広瀬川を基軸とした自然、歴史、文化の魅力発見と交流の場

をとなる「仙臺歴塾」が未来へ繋ぐスタートを切りました。 

日下記 4/13 河川清掃と花見会 
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